
目　　次

主 要 判 決 全 文 紹 介

平成 29 年      月          日（月）

No.  14554　１部370円（税込み）

10 23

☆主要判決全文紹介［東京地裁］［上］………… ⑴

≪東京地方裁判所≫
特許権侵害差止請求事件

（「会計処理装置、会計処理方法及び会計処理プログラム」の
特許権の侵害の有無）［上］（全２回）

－平成28年（ワ）第35763号、平成29年７月27日判決言渡－

事案の概要

　本件は、原告が、被告に対し、被告が提供している「MFクラウド会計」及び「同プログラム」が、特
許第5503795号に係る特許権を侵害するとして、被告による行為の差止め及び被告製品の廃棄を求めた事
案の判決である。
　争点は、①被告行為の文言侵害の成否、②被告行為の均等侵害の成否、③被告製品及び被告方法の特
定の適否である。
　裁判所は、①及び②について判断し、文言侵害も均等侵害も成立しないとして、請求を棄却した。
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　本件発明は、クラウド・コンピューティングにより会計処理を行う発明であり、被告が提供する「MF
クラウド会計」は、裁判所の認定によれば機械学習（人工知能の要素技術の１つ）を利用するものであ
る。近時注目されているクラウド・コンピューティングと人工知能にかかわる事案として、注目に値する。
また、本事案では、文書提出命令の申立てがあり、特許法105条１項但し書き所定の「正当な事由」の有
無につき、インカメラ手続が行われた点でも特筆される（なお、同様のインカメラ手続は、本件に先行
した知財高判平成28.3.28（平成27年（ネ）第10029号）事件でも行われた。）。

本件発明の概要

（１）背景技術及び発明の課題
本件特許明細書によれば、本件発明の背景技術及び発明が解決しようとする課題は次のとおりである。

　【0001】
本発明は、会計処理装置、会計処理方法及び会計処理プログラムに関し、より詳細には、クラウド・

コンピューティングによる会計処理を行うための会計処理装置、会計処理方法及び会計処理プログラ
ムに関する。

　【背景技術】
　【0002】

企業会計は、慣習として発達した企業会計原則に則り実施されることがルールとなっており、当該
原則の一つに、損益計算書（Ｐ／Ｌ）につき「発生主義」の原則がある。発生主義（ａｃｃｒｕａｌ　　
ｂａｓｉｓ）とは、現金の実際の収入及び支出とは関係なく、収益又は費用の事実が発生した時点で、
計上しなければならないとする原則である。これは、収益及び費用を、現金の受渡しの時点で認識す
る現金主義とは反対の概念である。

　【0003】
各企業は、一定期間の収入及び支出を計算し、利益又は損失を算出する決算を行い、決算で作成さ

れた賃借対照表（Ｂ／Ｓ）、損益計算書（Ｐ／Ｌ）等の財務諸表を会社法の規定に基づき公告すること
が定められている。特に、金融商品取引法適用会社については、決算に関して時間的制約が強く、上
場企業であれば四半期決算、非上場企業であっても四半期決算又は半年ごとの中間決算が求められる。

　【0004】
このように、定期的な決算処理が必要であり、かつ、発生主義の原則の下で損益計算書の作成が必

須であると、決算期に過大な負担がかかることを避けるために、決算期に振り返って損益計算書を作
成するのではなく、日々の業務の中で生じる収益及び費用を、常に、発生主義の原則に沿って言わば
デイリーベースで処理していくことが必要となり、実務上もそのように処理がなされている。

　　（中略）
　【発明が解決しようとする課題】
　【0007】

市販の会計ソフトは、このような企業会計実務に対応するために必要な機能を備えているものの、
様々な企業の需要に応えることのできる汎用ソフトであることの欠点も抱えている。

　【0008】
すなわち、会計処理を要する企業のすべてに対して、発生主義の原則に沿った会計処理をデイリー

ベースで行うスピード感が求められるわけではないのである。出願人は、大企業ではなく、中小企業
及び個人事業主に焦点を当てると、市販の会計ソフトは、その実情に合った機能を提供し得ていない
ことを見出した。中小企業及び個人事業主に求められる決算は、年に一度だけであり、この決算時に
は法の定めに従い遅滞なく公告を行う必要があるものの、年に一度の決算時に発生主義の原則に沿っ


